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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　4から10重量％のダイズタンパク質を含む、一つ以上の乳酸菌で発酵された食料品であ
って、少なくとも0.2重量％の加水分解化タンパク質を含み、前記ダイズタンパク質が加
水分解されていないダイズタンパク質と加水分解化ダイズタンパク質の混合物を含み、前
記ダイズタンパク質が40から95重量％の加水分解化ダイズタンパク質を含むことを特徴と
する食料品。
【請求項２】
　前記ダイズタンパク質が加水分解されていないダイズタンパク質と加水分解化ダイズタ
ンパク質の混合物を含み、前記ダイズタンパク質が50から95重量％の加水分解化ダイズタ
ンパク質を含む、請求項１に記載の食料品。
【請求項３】
　Streptococcus thermophilusとLactobacillus bulgaricusで発酵される、請求項１また
は２に記載の食料品。
【請求項４】
　0.2から10重量％のオイル及び／または脂肪を含む、請求項１から３のいずれか一項に
記載の食料品。
【請求項５】
　0.5から2重量％のオイル及び／または脂肪を含む、請求項４に記載の食料品。
【請求項６】
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　0.1から3重量％のミルクタンパク質を含む、請求項１から５のいずれか一項に記載の食
料品。
【請求項７】
　ダイズタンパク質を含む開始材料が、一つ以上の乳酸菌で発酵される、請求項１に記載
の発酵化食料品の製造方法であって、ダイズタンパク質の総量に対して40から95重量％が
加水分解化ダイズタンパク質であることを特徴とする方法。
【請求項８】
　ダイズタンパク質の前記総量に対して50から95重量％が加水分解化ダイズタンパク質で
あることを特徴とする、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記混合物が、加水分解化ダイズタンパク質単離物と加水分解されていないダイズタン
パク質単離物から調製される、請求項７または８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ダイズタンパク質を含む乳酸菌で発酵された食料品に関する。本発明は更に
、健康食品としてのそのような食料品の使用、及び前記食料品の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Codex Alimentarius (FAO/WHO 1977)によると、ヨーグルトは、Lactobacillus bulgari
cus及びStreptococcus thermophilusで発酵されたミルクであり、最終製品中の微生物は
、「生きたまま捨てられる」ものでなければならない。上記定義によるとヨーグルトとは
称するべきではないS, thermophilusで発酵された他の食料品が存在する。例えば「ビフ
ィダスヨーグルト」は、B. bifidum、B. longum、S. thermophilus、及びL. delbrueckii
の選択カルチャーを使用して作製され、それはヨーグルトよりマイルドな味わいを有する
ヨーグルト様の製品を生ずる。
【０００３】
　タンパク質の主たるソースがミルクではなくダイズタンパク質であり、ヨーグルトカル
チャーで発酵される「ダイズヨーグルト」と称されるものも知られている。これらのダイ
ズヨーグルトは、ここでヨーグルトとして記載される。市販のダイズヨーグルトの例とし
て、Van der Moortele社により製造されているYofy、及びTriballat社により製造されて
いるSojasunが存在する。これらの市販の食料品の製造は常に知られているわけではない
が、これらのダイズヨーグルトのほとんどが、ダイズ豆から調製され、比較的低いダイズ
タンパク質含量しか有さない。
【０００４】
　US 6013771は、イソフラボンが豊富なタイズタンパク質単離物と、食料品におけるその
応用を記載している。Column 8、Formulation 4では、170グラムの一回分当たり約8グラ
ムのダイズタンパク質を含むＳＰＩを有するダイズヨーグルトの調製が示されている。
【特許文献１】US 6013771
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　我々は、単一のタンパク源として、ダイズタンパク質単離物（ＳＰＩ）で調製された食
料品が、非常に濃厚であり、乳製品でないヨーグルトに特徴的な乾いた食感を与えること
を見出した。
【０００６】
　我々は、ヨーグルトの応用における加水分解化ＳＰＩの使用が、低いｐＨで改良された
製品安定性を生じるが、この製品はヨーグルトのきめを有さないことを見出した。これら
の製品におけるきめ／堅さは、デンプンまたはペクチンのような増粘剤の添加によって改
良されても良い。しかしながらこれらの増粘剤の添加は、乳製品様のヨーグルトのきめを



(3) JP 4464401 B2 2010.5.19

10

20

30

40

50

依然として形成しない。果実のヨーグルトの応用について更に、果実調製物を前記ヨーグ
ルト内へ混合するのに必要な剪断力が、きめを破壊するという問題が存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　それ故本発明の一つの目的は、高濃度のダイズタンパク質を有し、ヨーグルトのものと
似た良好な味覚ときめを有する、ダイズタンパク質を含む一つ以上の乳酸菌で発酵された
食料品を提供することである。本発明の更なる目的は、増粘剤またはゴムの存在が必要と
されないそのような食料品を提供することである。本発明のまた更なる目的は、前記製品
のきめを破壊することなく、果実のような香料を容易に混合できる、好ましくはここで定
義されるスプーンですくえる、攪拌タイプの食料品である食料品を提供することである。
【０００８】
　これらの目的の一つ以上は、前記食料品が、少なくとも0.2重量％の加水分解化タンパ
ク質を含むことを特徴とする本発明によって達成される。本発明によれば、乳製品様のス
プーンですくえるヨーグルトのきめは、増粘剤の必要なく得られて良い。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　ここで乳酸菌とは、炭水化物発酵の主要なまたは単一の最終産物として乳酸を生産する
、グラム陽性の桿菌または球菌である。
【００１０】
　本発明に係る食料品中のダイズタンパク質の量は、4から10重量％、好ましくは4から7
重量％である。
【００１１】
　本発明に係る食料品中の加水分解化タンパク質の量は、少なくとも0.2重量％、好まし
くは少なくとも0.5重量％、より好ましくは少なくとも1重量％、最も好ましくは少なくと
も1.5重量％である。存在する加水分解化ダイズタンパク質の量は、ダイズタンパク質の
量に含まれる。
【００１２】
　前記食料品中に存在するタンパク質（加水分解されていない及び加水分解化）の存在及
び量は、例えばマススペクトロスコピー及び液体クロマトグラフィーといった通常の分析
法を使用して当業者により測定されて良い。
【００１３】
　本発明に係る発酵化ダイズの生産は、以下の工程を含んでよい：
１）ダイズ開始材料の標準化
２）熱処理と均一化
３）スターターカルチャーの添加
４）40から45℃での発酵
５）約10℃への冷却と実装
６）果実の他の香料成分との混合。
【００１４】
　ヨーグルトの特徴的な香味は、主にカルボニル化合物、特にアセトアルデヒド（25-50
ｍｇ/ｋｇ）、揮発性脂肪酸、及びある程度にアセトンとアセトニンに由来する。
【００１５】
　ダイズヨーグルトの典型的なｐＨはヨーグルトのタイプ、脂肪含量、及び使用される特
定のスターターカルチャーによって4.0-5.0まで変化する。
【００１６】
　低酸性度のヨーグルトは4.6を超えるｐＨを有し、通常の酸性度のヨーグルトは4.0-5.0
のｐＨを有する。
【００１７】
　本発明に係るダイズヨーグルトは、堅いゲル化したきめを有する固体型のヨーグルトで
あって良く、またはスプーンですくえる若しくは液状のきめを有する攪拌型のヨーグルト
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であっても良い。果実ヨーグルトは好ましくは攪拌型である。
【００１８】
　好ましくは固体型のダイズヨーグルトの発酵は、実装後の前記ヨーグルトの容器中で生
ずる。
【００１９】
　攪拌型のダイズヨーグルトは、好ましくは発酵槽中で発酵される。発酵後、前記製品は
、ポンプ処理と充填による輸送前に低速で攪拌されて良い。穏やかから低い剪断速度が、
攪拌型のヨーグルトの所望の粘性特性を達成するために必須である。
【００２０】
　本発明に係る食料品は、アイスクリームのように冷凍されても良く、または脱水してヨ
ーグルトパウダーを形成しても良い。
【００２１】
　加水分解されていないダイズタンパク質単離物は、前記食料品で単独で使用される場合
、4重量％を超えるダイズタンパク質濃度で非常に堅く乾いたきめを生ずる。そのような
食料品はまた、あまり好ましくない味を有し、特にそれらは乾いた食感を与える。
【００２２】
　更なるきめの改良は、いくつかのミルクタンパク質、例えばスキムミルクパウダー（Ｓ
ＭＰ）、バターミルクパウダー（ＢＭＰ）、及び／またはホエイパウダー（スイートホエ
イパウダーのような）の添加によって達成でき、それらはより滑らかなきめとより優れた
味を生じ、この場合ダイズタンパク質単離物の割合は、依然として主にきめを決定する。
【００２３】
　本発明に係る食料品の堅さは、例えば果実調製物に混合するための剪断の適用の後に、
全ての製品についてより小さいが、依然としてスプーンですくえるきめが達成されて良い
。
【００２４】
　好ましくは植物オイル及び／またはが食料品に添加されて良い。オイルの添加は滑らか
さと外観に関して改良を導く。
【００２５】
　本発明に係る食料品への増粘剤の添加は必要とされないが、例えばシネレシスの更なる
改良のため、増粘剤が添加されても良い（例えばペクチン、カラギーナン、イナゴマメゴ
ム）。
【００２６】
　前記食料品は、いずれかの乳酸菌、または乳酸菌のいずれかの組合せで発酵されて良い
。好ましくは前記食料品は、Streptococcus thermophilusとLactobacillus bulgaricusで
発酵される。これらの乳酸菌の組み合わせは、特徴的なヨーグルトの味覚を生ずる。
【００２７】
　加水分解化タンパク質は、好ましくは加水分解化ダイズタンパク質である。
【００２８】
　好ましくは前記食料品は、50から300ｇ、好ましくは50から250ｇ、より好ましくは120
から200ｇのスティーブンス値を有する。好ましくは前記食料品はスプーンですくうこと
が可能である。
【００２９】
　好ましくは前記食料品は、10000から800000ｍＰａ.ｓ、より好ましくは50000から20000
0ｍＰａ．ｓ、最も好ましくは50000から100000ｍＰａ．ｓの粘度を有する。
【００３０】
　好ましくは前記食料品は、0.1から3重量％のミルクタンパク質を含む。
【００３１】
　オイル及び／または脂肪の存在は、本発明に係る製品において有利である。オイル及び
／または脂肪は、食感に対してポジティブな効果を有し、前記製品はよりクリーミー、よ
り滑らかとなり、水っぽさがなくなる。更に、オイルまたは脂肪の好ましい添加は、前記
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食料品の調製の間で、タンパク質の起泡生成をコントロールすることをより容易にする。
それ故好ましくは、前記食料品は、0.2から10重量％、より好ましくは0.5から5重量％、
更により好ましくは0.5から2重量％のオイルまたは脂肪を含む。
【００３２】
　本発明は更に、ダイズタンパク質を含む開始材料を一つ以上の乳酸菌で発酵し、ダイズ
タンパク質の総量に対して40重量％以上が加水分解化ダイズタンパク質である、発酵化食
料品の製造方法に関する。
【００３３】
　前記開始材料は、部分的に加水分解されたダイズタンパク質を含んでも良く、または別
法として、加水分解されていないタンパク質と加水分解化タンパク質の混合物を含んでも
良い。
【００３４】
　好ましくは前記開始材料は、加水分解されていないダイズタンパク質と加水分解化ダイ
ズタンパク質の混合物を含む。より好ましくは前記混合物は、ダイズタンパク質の総量に
対して50から95重量％の加水分解化ダイズタンパク質を含む。
【００３５】
　好ましくは前記混合物は、加水分解化ダイズタンパク質単離物（ここではＳＰＩと表す
）と加水分解されていないダイズタンパク質単離物とから調製される。
【実施例】
【００３６】
スティーブンス値
　スティーブンス値は、製品の堅さ（スプーンですくえる能力）についての指標を与える
。5℃（24時間5℃での貯蔵後）での全ての製品の堅さを、スティーブンスきめ分析器（1
ｍｍ/秒、25ｍｍ深度）、マヨネーズグリッド（メッシュ7、0.8ｍｍの閾値厚み、2.8ｍｍ
メッシュ幅）を使用して測定し、ここでスティーブンス値（単位ｇ）として表す。全ての
場合でこの測定の正確さは、±10ｇである。
【００３７】
　120ｇを超え300ｇより小さいスティーブンス値は、スプーンですくえる製品について典
型的である。
【００３８】
粘度
　前記食料品の粘度を、一分当たり5回転で粘度計、スピンドル6を使用して測定する（こ
こではｒｐｍで表す）。
【００３９】
シネレシス
　25℃で24時間、その後5℃で24時間前記食料品をフラスコで貯蔵した後に、シネレシス
を測定した。上清水を捨てる前（ｗｉ）及び捨てた後（ｗｄ）のフラスコの重量を使用し
、シネレシスの値を（ｗｉ－ｗｄ）／ｗｉで表した。
【００４０】
ボストウィック
　ボストウィック装置は、水平に配置された四角形のタブの底部近傍に排出口を備え、垂
直のバリアで密封された125ｍｌの貯蔵庫からなる。タブの底部は、貯蔵庫の排出口から
広がっている25ｃｍの測定スケールを提供する。装置とサンプルの両者が5℃の温度を有
する際に、貯蔵庫に125ｍｌのサンプルを充填し、その後手でさかさまに10回振る。貯蔵
庫の閉塞を取り除き、サンプルを貯蔵庫から流動させ、タブの底部に広げる。流動の通っ
た長さを30秒後に測定する。30秒あたりのｃｍとして表されるこの値がボストウィック比
である。
【００４１】
実施例１
　発酵化食料品（ヨーグルト）を以下のように調製した。ダイズタンパク質単離物Supro 
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ダイズタンパク質を含み、Purotein Technology International社から市販される）、ス
キムミルクパウダー、及び塩を、表１に示された量で、均一な混合物が得られるまで2500
ｒｐｍの速度でSilverstonミキサーを使用して70℃で熱い脱鉱水と混合した。前記混合物
を85℃のバス温度で加熱し、75℃のバス温度を維持しながら、170-200バールでUltra Hig
h Temperature (UHT)装置で滅菌した。滅菌した製品を、125ｍｌのフラスコに充填し、ト
リプトン溶液に懸濁した0.2重量％のヨーグルトカルチャーYF202(ex Rhodia)を前記フラ
スコに加えた。フラスコを43℃で12時間インキュベートし、その後10℃に冷却して5℃で
貯蔵した。
【００４２】
　調製されたヨーグルトタイプの食品組成物の粘度、硬度、およびシネレシスを、上述の
試験方法によって測定した。その結果が表２に記載されている。
【００４３】
実施例２－４と比較例Ａ及びＢ
　これらの実験における食料品を、表１に記載されたように各種の量の加水分解されてい
ない及び加水分解化ダイズタンパク質単離物を使用して、実施例１に記載されたように調
製した。
【００４４】
　その結果が表１に示されている。
【００４５】
　実施例１－４及び比較例は、加水分解されていないダイズタンパク質単離物のみが使用
された場合、あまり好ましくない味覚（食感）を有する過度に粘性の製品が調製されたこ
とを示す。加水分解化ダイズタンパク質単離物のみが使用された場合、スプーンですくえ
るヨーグルトのきめが得られなかった。
【００４６】
　実施例１－４のヨーグルトは、さわやかで新鮮なヨーグルトの味覚を有し、ダイズの後
味はほとんどまたは全く有さない。
【００４７】
　実施例１－４のヨーグルトに果実または果実ペーストを添加することにより、果実ヨー
グルトを作製した。
【００４８】
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